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令和７年１１月 ５日 

(公財) 愛知水と緑の公社      

 

令和８年度 脱水汚泥収集運搬業務募集要項 

 

１ 目的 

(公財)愛知水と緑の公社(以下、「公社」という。)は、愛知県流域下水道浄化センター（以下、「浄

化センター」という。）から発生する脱水汚泥（以下、「汚泥」という。）を、他の浄化センターの

焼却炉等で処理するために、浄化センター間で収集運搬を行う者を募集します。 

 

２ 業務の名称 

 (1) 脱水汚泥収集運搬業務委託（その１） 

 (2) 脱水汚泥収集運搬業務委託（その２） 

 (3) 脱水汚泥収集運搬業務委託（その３） 

(4) 脱水汚泥収集運搬業務委託（その４） 

(5) 脱水汚泥収集運搬業務委託（その５） 

 

（その１、その２、その３、その４、その５では、運搬量(見込み)、搬出元浄化センターおよび受

入先浄化センターが異なります。詳しくは別紙１を参照してください。） 

 

３ 業務内容 

 (1) 事前に配車スケジュールを調整し、搬出元浄化センターの搬出ホッパから汚泥を積込む。 

 (2) 受入先浄化センターへ運搬し、受入施設に荷卸し（ダンプアップ）する。 

 

４ 契約期間 

   令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

５ 契約までの手続き 

 (1) 当業務を希望する者は、本募集要項の諸条件を確認の上、別紙様式１「脱水汚泥収集運搬業務

審査申込書」（以下、「申込書」という。）を提出する。 

 (2) 公社は、申込書提出者の業務実施状況について、「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例」

（平成 15 年度愛知県条例第 2 号）に基づき、現地確認を実施する。ただし、令和７年度に既に

現地確認を実施し、「適合」していることが確認できている場合は、当該現地確認を省略する。 

 (3) 申込書の内容および現地調査の内容について審査し、「適合」した者の中から、汚泥等の運搬

実績、運搬能力、規模等を考慮の上、当該業務委託の競争見積への参加者として指名通知する。

（適合であっても、指名されない場合があります。） 

 (4) 搬出元・受入先ごとに複数の見積書を徴する競争見積を行い、総額で一番見積額の低い者と契

約します。なお、脱水汚泥収集運搬業務委託（その１）、(その２)、(その３) 、(その４) 、

(その５)のうち１件しか契約できません。 

 

６ 応募資格 

 (1) 積込・荷卸区域において、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和４５年法律第１３７

号）第１４条第一項（産業廃棄物収集運搬業）の愛知県知事の許可を受けていること。 

 (2) 前項許可証の許可範囲に「汚泥」が含まれていること。 

(3) 愛知県会計局入札参加資格者名簿若しくは、（公財）愛知水と緑の公社入札参加資格者名簿

において、対象案件に係る業務分類（大分類「03.役務の提供」、中分類「01.建物等各種施設管
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理」、小分類「12.廃棄物・リサイクル」、細分類「03.産業廃棄物処理（収集・運搬）」）に登

録されている者であること。 

(4) この掲載の日から落札決定までの間、愛知県会計局指名停止取扱要領に基づく指名停止の措

置を受けていないこと。 

 (5) この掲載の日から落札決定までの間、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する

合意書」（平成 24年 6月 29 日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）及び「愛知県が行う

調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を受けていないこと。  

 (6) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更正手続開始の申立てがなさ

れていない者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条に基づき再生手続開始の申

立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更正手続開始の決定を受けた

者又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を

行い、認定を受けた者については、更正手続開始又は再生手続開始の申立てがなされなかった者

とみなす。 

 (7) 汚泥の積替・保管は行わないこと。 

 (8) 日本産業廃棄物処理振興センターの収集運搬業講習会修了者が在籍していること。 

(9) 産業廃棄物管理票(産業廃棄物マニフェスト)は日本産業廃棄物処理振興センターの行う電子

マニフェストシステムが利用可能であること。 

 (10) 本募集要項の内容を理解し、履行できる者であること。 

 

７ 車両条件 

   (1) 運搬車両には、許可番号、会社名が車両の適切な位置に表示されていること。 

    (2) 搬出元浄化センターの搬出ホッパからの荷積み、及び受入先浄化センターの受入施設でダンプ  

      アップが可能であること。 

    (3) 運搬中に汚泥の飛散・臭気漏れがないよう養生を行うこと。また、荷台からの汚水漏れがない  

      こと。 

    (4) 運搬中に汚泥に異物が混入しないこと。 

    (5) 車両は、概ね 9±1ｔの汚泥を積載可能な自社の車両又はリース車両であること。但し、境川浄

化センターから衣浦東部浄化センターについては、概ね 18±1t での運搬も可である。なお、汚泥

の計量は、各浄化センターに設置されているトラックスケールにより行うものとします。 

    (6) 運搬の下請けは、原則として認めない。 

 

８ 配車条件 

    (1) 契約期間中毎日（土、日、祝日、ＧＷ、お盆、年末年始含む）運搬対応できること。搬出時間

は、境川浄化センターから衣浦東部浄化センターについては、24 時間運搬対応ができること、

その他の浄化センター間については、概ね午前７時から午後９時とし、搬出元浄化センターの指

定する時間に運搬対応ができること。 

    (2) 豊川浄化センター周辺道路は、19時以降にルート制限がかかります。詳細は別紙２参照。 

  （3）五条川左岸浄化センター周辺道路は、指定ルート以外通行できません。詳細は別紙３参照。 

    (4) 一時的に２車以上同時に搬出することもあるため、複数台数の配車の対応が可能であること。 

 

９ 運搬対象の汚泥性状 

  愛知県流域下水道の浄化センターで発生する汚泥（別紙１参照） 

 

10 申込方法 

      申込にあたっては以下の書類を添えて提出すること。 

   (1) 脱水汚泥収集運搬業務審査申込書（全項目記載のこと） 

   (2) 積込・荷卸区域の、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和４５年法律第１３７号）  
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     第１４条第一項（産業廃棄物収集運搬業）の許可証の写し（原本証明したもの） 

   (3) 登録の車両一覧及び車検証の写し 

   (4) 日本産業廃棄物処理振興センターの収集・運搬課程の講習会修了者の修了証の写し 

   (5) 会社概要（従業員数・売上高・実績・保有車両台数等が記載されていること。） 

      

必要書類１部を(公財)愛知水と緑の公社下水道部管理課管理グループに、持参または郵送にて提

出してください。郵送の場合は、簡易書留により発送してください。 

 

11 募集期間 

令和７年１１月 ５日（水）～令和７年１１月１９日（水）必着 

受付は、上記期間の午前 9 時 00 分～午後 4時 30 分までの間とします。 

（土・日曜日及び祝日は除く。） 

 

12 募集要項及び申込書の入手方法 

  公社下水道部のホームページからダウンロードしてください。 

※ホームページアドレス  https://aichi-mizutomidori.or.jp/hp_gesui/ 
 

13 審査結果の通知 

  令和７年１２月上旬に審査結果を通知します。 

 

14 競争見積方法及び落札者の決定方法 

    (1) 当要項５に示す審査に適合した者の中から公社が指名した者により競争見積を行い、契約者を 

      決定します。 

    (2) 競争見積は脱水汚泥収集運搬業務委託（その１）、（その２）、（その３）、（その４）、（そ

の５）の計５回行い、それぞれ落札者を決定します（実施順は追って連絡します）。 

    (3) １回目の競争見積の落札者は、２回目以降の競争見積に参加できません。また、２回目の 

      落札者は、３回目以降の競争見積には参加できません。３回目以降の落札者も同様です。 

 

15 留意事項 

    (1) 申請書等で不明点について、問い合わせまたは追加の資料を求めることがあります。 

    (2) 審査結果については、令和８年度の契約分に限り有効とします。 

    (3) 汚泥を運搬したことによる車両の不具合、劣化について公社は一切責任を負いません。 

    (4) 法令に違反した場合、応募資格が無くなった場合、申込書の内容と異なる不適切な状態が確認 

      された場合には、直ちに業務の停止及び、契約解除等の必要な措置をとることとします。 

    (5) 本案件は、公社が、令和 8 年度以降における愛知県流域下水道の指定管理者として、愛知県知

事により指定された場合を前提としています。よって、状況により、契約を締結できない場合が

あります。 

 

16 問い合わせ先 

   担  当： (公財)愛知水と緑の公社 下水道部管理課管理グループ 武山 

     住  所：〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-19-30 

   電話番号：(052)971-3045 

   Ｆ Ａ Ｘ：(052)971-3053 

     Ｅメール：g-ka@aichi-mizutomidori.or.jp 
 

https://aichi-mizutomidori.or.jp/hp_gesui/
mailto:g-ka@aichi-mizutomidori.or.jp
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 別紙１  

 

１ 浄化センターの所在地 
浄化センター名 住所 

豊川浄化センター 〒441-0153 豊橋市新西浜町1番3 
五条川左岸浄化センター 〒485-0074 小牧市新小木四丁目47番地 

境川浄化センター 〒448-0837 刈谷市衣崎町二丁目20番地 

衣浦西部浄化センター 〒475-0832 半田市川崎町四丁目1番地 

矢作川浄化センター 〒444-0335 西尾市港町1番地 
衣浦東部浄化センター 〒447-0824 碧南市港南町二丁目8番15号 

日光川上流浄化センター 〒492-8349 稲沢市儀長一丁目1番地 

五条川右岸浄化センター 〒482-0017 岩倉市北島町権現山7-1 
新川東部浄化センター 〒481-0041  北名古屋市九之坪鴨田1 
日光川下流浄化センター 〒498-0067 弥富市上野町2-28 
新川西部浄化センター 〒452-0065 清須市西枇杷島町芳野三丁目1 

 

２ 標準的な汚泥性状 

 水分 ； 73～84％ 

 有機分 ； 13～25％ 

 無機分 ；  2～ 6％ 

 

３ 浄化センター間の収集運搬量（令和８年度見込み量）Wst 
―：搬出予定なし 

 

 
 

(1) 上表は令和８年度に各流域で発生する汚泥のうち、浄化センター間の収集運搬の見込み数量(湿潤重量：Wst)を示したものです。 

(2) 実際の配分量は、汚泥発生量・汚泥、焼却炉等の運転状況及びその他諸事情により増減があります。なお、焼却炉等の運転状況

などの条件による年間の見込み量の内訳は、次ページの表となります。 

(3) ()内の数量は、緊急に運搬する可能性がある数量を示したものです。 

豊川 五条川左岸 衣浦西部 矢作川 衣浦東部 合計 豊川 五条川左岸 衣浦西部 矢作川 衣浦東部 合計
豊川 ー (10) ー ー ー 0 ー ー (10) ー ー 0

五条川左岸 ー ー ー ー ー 0 ー ー ー ー ー 0
境川 2,200 (10) 600 200 10,000 13,000 (10) (10) (10) 600 10,000 10,600

衣浦西部 (10) ー ー ー ー 0 ー (10) ー 480 ー 480
矢作川 ー ー ー ー ー 0 ー ー ー ー ー 0
衣浦東部 ー (10) ー ー ー 0 ー ー (10) ー ー 0
日光川上流 ー ー ー (10) ー 0 ー ー ー ー ー 0
五条川右岸 ー ー ー ー ー 0 ー (10) ー ー ー 0
新川東部 ー (10) ー ー ー 0 ー ー (10) ー ー 0
日光川下流 ー ー 1,500 (10) ー 1,500 ー ー ー ー ー 0
新川西部 ー ー ー ー ー 0 (10) ー ー ー ー 0

豊川 五条川左岸 衣浦西部 矢作川 衣浦東部 合計 豊川 五条川左岸 衣浦西部 矢作川 衣浦東部 合計
豊川 ー ー ー (10) ー 0 ー ー ー ー ー 0

五条川左岸 ー ー ー ー ー 0 250 ー (10) ー ー 250
境川 2,174 (10) 500 600 3,107 6,381 1,000 (10) 1,100 (10) 1,300 3,400

衣浦西部 ー ー ー 400 ー 400 ー ー ー 400 ー 400
矢作川 (10) ー ー ー ー 0 300 (10) ー ー ー 300
衣浦東部 (10) ー ー ー ー 0 ー ー ー (10) ー 0
日光川上流 (10) ー ー ー 0 380 (10) ー ー ー 380
五条川右岸 540 ー (10) ー ー 540 1,000 ー ー (10) ー 1,000
新川東部 ー ー ー (10) ー 0 ー ー ー ー ー 0
日光川下流 ー ー 1,600 ー ー 1,600 (10) ー 350 ー ー 350
新川西部 ー (10) ー ー ー 0 ー ー (10) ー ー 0

豊川 五条川左岸 衣浦西部 矢作川 衣浦東部 合計 豊川 五条川左岸 衣浦西部 矢作川 衣浦東部 合計
豊川 ー ー ー ー ー 0 ー (10) (10) (10) 0 0

五条川左岸 202 ー ー (10) ー 202 452 ー (10) (10) 0 452
境川 1,100 (10) 906 (10) ー 2,006 6,474(10) (50) 3,106(10) 1,400(20) 24,407 35,387

衣浦西部 ー ー ー ー ー 0 (10) (10) ー 1,280 0 1,280
矢作川 263 ー (10) ー ー 263 563(10) (10) (10) ー 0 563
衣浦東部 ー ー ー ー ー 0 (10) (10) (10) (10) ー 0
日光川上流 270 ー (10) ー ー 270 650(10) (10) (10) (10) 0 650
五条川右岸 184 ー ー ー ー 184 1,724 (10) (10) (10) 0 1,724
新川東部 (10) ー ー ー ー 0 (10) (10) (10) (10) 0 0
日光川下流 ー (10) 825 ー ー 825 (10) (10) 4,275 (10) 0 4,275
新川西部 ー ー ー (10) ー 0 (10) (10) (10) (10) 0 0

搬
出
元
浄
化
セ
ン
タ
ー

業務の名称 脱水汚泥収集運搬業務委託（その１） 脱水汚泥収集運搬業務委託（その２）
受入先浄化センター

搬
出
元
浄
化
セ
ン
タ
ー

業務委託合計 14,500 11,080

業務の名称 脱水汚泥収集運搬業務委託（その３） 脱水汚泥収集運搬業務委託（その４）
受入先浄化センター

業務委託合計 8,921 6,080

業務委託合計 3,750 44,331

業務の名称 脱水汚泥収集運搬業務委託（その５） 総合計
受入先浄化センター

搬
出
元
浄
化
セ
ン
タ
ー
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定修時とは、焼却炉等の定期修繕により、焼却炉等が停止する期間のことです。定期修繕の期間は、重ならないように時期をずらして

実施する予定です。 

通常時
矢作川

3号炉定修時
矢作川

4号炉定修時
衣浦西部

3号炉定修時
衣浦西部

2号炉定修時
豊川

3号炉定修時
五条川左岸
1号炉定修時

衣浦東部
炭化炉定修時

緊急用 計

搬出元 受入先＼日数 201 26 23 16 32 16 16 35 ー 365
境川 豊川 1,739.0 0.0 0.0 153.7 307.3 0.0 0.0 0.0 ー 2,200.0
境川 衣浦西部 345.6 44.7 39.5 0.0 55.0 27.5 27.5 60.2 ー 600.0
境川 矢作川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 ー 200.0
境川 衣浦東部 6,090.9 787.9 697.0 484.9 969.7 484.9 484.9 0.0 ー 10,000.2

日光川下流 衣浦西部 864.0 111.8 98.9 0.0 137.5 68.8 68.8 150.5 ー 1,500.3
豊川 五条川左岸 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
境川 五条川左岸 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー

衣浦西部 豊川 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
衣浦東部 五条川左岸 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
日光川上流 矢作川 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
新川東部 五条川左岸 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
日光川下流 矢作川 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー

9,039.5 944.4 835.4 638.6 1,469.5 581.2 581.2 410.7 ー 14,500.5
境川 矢作川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0 ー 600.0
境川 衣浦東部 6,090.9 787.9 697.0 484.9 969.7 484.9 484.9 0.0 ー 10,000.2

衣浦西部 矢作川 0.0 0.0 0.0 0.0 480.0 0.0 0.0 0.0 ー 480.0
豊川 衣浦西部 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
境川 豊川 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
境川 五条川左岸 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
境川 衣浦西部 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー

衣浦西部 五条川左岸 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
衣浦東部 衣浦西部 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
五条川右岸 五条川左岸 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
新川東部 衣浦西部 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
新川西部 豊川 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー

6,090.9 787.9 697.0 484.9 1,449.7 484.9 484.9 600.0 ー 11,080.2
境川 豊川 1,718.5 0.0 0.0 151.9 303.7 0.0 0.0 0.0 ー 2,174.1
境川 衣浦西部 288.0 37.3 33.0 0.0 45.8 22.9 22.9 50.1 ー 500.0
境川 矢作川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0 ー 600.0
境川 衣浦東部 1,892.4 244.8 216.5 150.6 301.3 150.6 150.6 0.0 ー 3,106.8

衣浦西部 矢作川 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 0.0 0.0 0.0 ー 400.0
日光川下流 衣浦西部 921.6 119.2 105.5 0.0 146.7 73.4 73.4 160.5 ー 1,600.3
五条川右岸 豊川 0.0 230.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 309.8 ー 540.0

豊川 矢作川 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
境川 五条川左岸 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
矢作川 豊川 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
衣浦東部 豊川 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
日光川上流 豊川 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
五条川右岸 衣浦西部 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
新川東部 矢作川 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
新川西部 五条川左岸 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー

4,820.5 631.5 355.0 302.5 1,197.5 246.9 246.9 1,120.4 ー 8,921.2
五条川左岸 豊川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.1 0.0 ー 250.1

境川 豊川 790.5 0.0 0.0 69.8 139.7 0.0 0.0 0.0 ー 1,000.0
境川 衣浦西部 633.5 82.0 72.5 0.0 100.9 50.4 50.4 110.3 ー 1,100.0
境川 衣浦東部 791.8 102.4 90.6 63.0 126.1 63.0 63.0 0.0 ー 1,299.9

衣浦西部 矢作川 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 0.0 0.0 0.0 ー 400.0
矢作川 豊川 299.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 299.9

日光川上流 豊川 0.0 0.0 380.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ー 380.0
五条川右岸 豊川 0.0 426.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 573.7 ー 999.9
日光川下流 衣浦西部 201.6 26.1 23.1 0.0 32.1 16.0 16.0 35.1 ー 350.0
五条川左岸 衣浦西部 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー

境川 五条川左岸 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
境川 矢作川 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
矢作川 五条川左岸 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
衣浦東部 矢作川 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
日光川上流 五条川左岸 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
五条川右岸 矢作川 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
日光川下流 豊川 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
新川西部 衣浦西部 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー

2,717.3 636.7 566.2 132.8 798.8 129.4 379.5 719.1 ー 6,079.8
五条川左岸 豊川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 202.1 0.0 ー 202.1

境川 豊川 869.5 0.0 0.0 76.8 153.6 0.0 0.0 0.0 ー 1,099.9
境川 衣浦西部 521.8 67.5 59.7 0.0 83.1 41.5 41.5 90.9 ー 906.0

衣浦西部 矢作川 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ー 0.0
矢作川 豊川 262.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ー 262.9

日光川上流 豊川 0.0 0.0 270.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ー 270.0
五条川右岸 豊川 0.0 78.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105.6 ー 184.0
日光川下流 衣浦西部 475.2 61.5 54.4 0.0 75.6 37.8 37.8 82.8 ー 825.1
五条川左岸 矢作川 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー

境川 五条川左岸 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
境川 矢作川 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
矢作川 衣浦西部 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー

日光川上流 衣浦西部 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
新川東部 豊川 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
日光川下流 五条川左岸 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー
新川西部 矢作川 ー ー ー ー ー ー ー ー 10.0 ー

2,129.4 207.4 384.1 76.8 312.3 79.3 281.4 279.3 ー 3,750.0

脱水汚泥収集
運搬業務委託
（その３）

計

脱水汚泥収集
運搬業務委託
（その４）

計

脱水汚泥収集
運搬業務委託
（その５）

計

業務名
条件

脱水汚泥収集
運搬業務委託
（その1）

計

脱水汚泥収集
運搬業務委託
（その２）

計
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４ 搬出元浄化センターでのトラックボディ高さ制限（ホッパ、シャッター等搬出設備最下端） 

浄化センター名 H(m) 

豊川  3.5 

五条川左岸 
（汚泥管理棟） 4.0 
（汚泥搬出入棟） 4.0 

境川 
（ホッパ棟） 3.7 
（乾燥汚泥棟） 3.4 

衣浦西部 
（第１焼却棟） 3.4 
（汚泥搬出棟） 5.0 

矢作川  3.5 
衣浦東部  3.3 
日光川上流  3.4 
五条川右岸  3.4 

新川東部 
（ホッパ棟） 4.0 
（汚泥棟） 4.0 

日光川下流 
（第１汚泥棟） 4.4 
（第２汚泥棟） 3.7 

新川西部  4.1 
(1) Ｈ寸法は計測実寸値。 

(2) 実際の搬出にあたっては、上記高さの他、車両の長さ、幅及び転回の可否等を、事前に現地で確認してください。 

 



豊川浄化センター　指定運搬ルート

凡例：指定ルート 通行禁止エリア

※本業務における豊川浄化センターで通行する道路は、19時以降は地図に示す夜間通行禁止ルートは通行で

きないため、24時間通行可能ルートを通行すること。

凡例：夜間通行禁止ルート 24時間通行可能ルート

別紙2



五条川左岸浄化センター　指定運搬ルート

凡例：指定ルート

※本業務における五条川左岸浄化センターで通行する道路は、地図に示す通行禁止エリア内においては指定

ルートを通行すること。

通行禁止エリア

トラックターミナル北交差点

五条川左岸浄化センター

小木西一丁目北交差点

元町三丁目交差点

別紙3


